
気温と湿度が上がる夏は、多くの細菌が増殖しやすい季節です。
食品の取扱いには、より一層注意するようお願いします。

芝浦食肉衛生検査所
港区港南二丁目7番19号
食肉センタービル9階

食肉市場内施設の衛生監視

食肉の表示についての監視

誤りや記載漏れのないよう
出荷の際にも、再度確認しましょう！

食肉輸送車の監視

車内を衛生的に保ち、輸送中
も食肉を表示保存温度以下で管
理することが大切です。
食肉の積み込み、荷下ろし作

業は、食肉を汚染することがな
いよう注意しましょう！

冷蔵食肉 10℃以下
冷凍食肉 -15℃以下

♦ 整理・整頓・清掃を行い、施設は清潔に保ってください
床や壁は清潔にする。整理整頓し、不要なものは置かない。

♦ 設備や機械などは常に使用できるよう、点検・補修をしましょう
手洗い場の洗浄液・消毒剤の補充を忘れずに行う。機械の破損などは修理する。

♦ 点検表は適正に記入しましょう
記録はHACCPによる衛生管理を実施した証拠になります。万が一、製造した食品に
問題が生じても、記録をさかのぼることで改善措置を速やかに取ることができます。

ご協力お願いします

食品表示基準が一部変わりました！

食物アレルギーの推奨表示対象品目について
《マカダミアナッツ》が追加され、《まつたけ》
が削除されました。

令和6年3月28日から

〇削除 追加×

♦ 施設
・床や壁の黒カビ様汚れや脂汚れが目立つ
・壁が一部破損している

♦ 表示
・表示のない包装品の保管
・表示保存温度と異なる温度での保管

♦ 取扱
・食品入りのサンテナを床に直置きしている

cf. 食品衛生法における
保存基準温度

マカダミアナッツまつたけ

（一部抜粋）



BSE検査対象となる牛

令和6年4月1日から
BSE検査対象が変わりました！

全月齢
●行動異常または

神経症状※2を呈する牛

改正前 (H29~)

24ヵ月齢以上
●神経症状※１が疑われる牛
●全身症状を呈する牛

※１
運動障害, 知覚障害, 意識障害など

(骨折、関節炎、熱射病による起立不能
など、原因が明らかなものは除く)

※2
異常姿勢(犬座姿勢)、
異常歩様(特に後肢の運動障害)、
頭を低くする、障害物回避が困難、
起立不能(骨折、関節炎、熱射病など、
原因が明らかなものは除く)など

改正後 (R6~) 

♦ 月齢条件が廃止されました。

♦ 検査対象となる臨床症状を絞り込みました。

point

！

※特定危険部位
・全月齢の扁桃及び回腸遠位部
・30ヵ月齢超の頭部(舌、頬肉
及び皮を除く)、脊髄、脊柱

国際獣疫事務局（WOAH）が世界的なBSE対策の基準見直し
を行ったことを受け、令和6年4月1日から、と畜場における
BSE検査実施要領が変更されました。

s芝浦と場

月齢による分別管理を実施していない
ため、月齢に関わらず特定危険部位を含
む肉の販売はできません。
【Tボーンステーキ・こめかみ肉など】


